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◆貯金に関するご相談は… 

６０歳または、６５歳から掛け金の１．５倍の年

金を受け取る方法 

「1.5倍の年金の相談」と声をかけてください。 

（年金に限らず、中長期の貯金全般です。） 

E-mail：t-iwamoto@tokaifp.com   

URL：http://www.tokaifp.com/jinenkin/ 

岩本携帯：090-4082-7007 

  

パート・アルバイト等の短時間労働者への
社会保険適用拡大 
平成２８年１０月１日から、パートタイマーやアル

バイトといった短時間労働者に対する厚生年金保

険・健康保険の適用拡大が始まります。 

 

ただし、すべての短時間労働者が対象となるわけで

はありません。 

 

とくに国民年金第３号被保険者や健康保険の被扶養

者に該当する短時間労働者に与える影響が大きいと

考えられます。 

 

短時間労働者の社会保険適用基準を明確化 

現在の短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の加

入条件は、一般従業員と比較して、１日または１週

間の所定労働時間がおおむね４分の３以上あり、１

ヵ月の所定労働日数がおおむね４分の３以上ある場

合となっています。 

 

一般的に１週間の所定労働時間３０時間以上の短時

間労働者が対象となっています。 

 

平成２８年１０月１日以降は、１日の所定労働時間

の基準が外され、１週間の所定労働時間および１ヵ

月の所定労働日数が４分の３以上と基準が明確にな

ります。 

 

また、４分の３基準を満たさなくても、以下の５要

件のすべてに該当した場合は、厚生年金保険・健康

保険の適用対象となります。 

 

① １週間の所定労働時間が２０時間以上であるこ

と 

② 継続して１年以上雇用されることが見込まれること 

③ 月額賃金が８８,０００円（年収約１０６万円）

以上であること 

④ 学生ではないこと 

⑤ 従業員が５０１人以上の企業（特定適用事業所）

で雇用されていること 

 

なお、４分の３基準や上記５要件を満たさない場合

でも、平成２８年１０月１日前から就労形態や職務

内容等を総合的に勘案して、被保険者となっていた

人については、引き続き同じ事業所に雇用されてい

る間は、被保険者となります。 

 

この厚生年金保険の適用拡大に合わせて、平成２８

年１０月１日より、厚生年金保険の現在の標準報酬

月額の等級表に新たな等級（第１等級：８８,０００

円）が追加されます。 

 

【改正前】 

標準報酬 標準報酬月額 

等級 月額 円以上 円未満 

1 98,000 ～101,000 

2 104,000 101,000～107,000 

3 110,000 107,000～114,000 

～ 

30 620,000 605,000～ 

 

【改正後】 

標準報酬 標準報酬月額 

等級 月額 円以上 円未満 

1 88,000 ～93,000 

2 98,000 93,000～101,000 

3 104,000 101,000～107,000 

4 110,000 107,000～114,000 

～ 

31 620,000 605,000～ 

（日本年金機構 資料より抜粋） 
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短時間労働者に関する新たな５要件 

４分の３基準を満たしていなくても、新たに設けら

れた５要件に該当する短時間労働者は社会保険適用

の対象となります。 

 

収入面でいうと１０６万円の壁という新しい基準が

できたということですが、１０６万円の壁は５つあ

る要件のうちの１つで、収入以外の４要件を満たし

ていなければ、短時間労働者の社会保険適用拡大の

対象とならないことに注意が必要です。 

 

新たな５要件について少し詳しくみていきましょう。 

 

１. １週間の所定労働時間が２０時間以上である 

週の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等に

より、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいま

す。（雇用保険の取り扱いと同じです） 

 

所定労働時間が１ヵ月単位で定められている場合は、

「１ヵ月の所定労働時間÷１２／５２」で計算しま

す。 

 

１年単位で定められている場合は、「１年間の所定

労働時間÷５２」で計算します。 

 

２. 継続して１年以上雇用されることが見込まれる 

雇用期間が１年以上見込まれるとは、次のような場

合を指します。 

� 期間の定めがなく雇用される場合 

� 雇用期間が１年以上である場合 

� 雇用期間が１年未満であっても雇用契約書に契

約の更新やその可能性が明示されている場合や

更新等により１年以上雇用された実績がある場

合 

 

３. 月額賃金が８８,０００円（年収約１０６万円）以上

である 

月額賃金とは、週給、日給、時間給を月額に換算し

たものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額をい

います。ただし、以下の賃金は除かれます。 

� 結婚手当などの臨時に支払われる賃金 

� 賞与などの１月を超える期間ごとに支払われる

賃金 

� 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払

われる賃金 

� 精皆勤手当、通勤手当、家族手当など最低賃金

に算入しないこととなっている賃金 

 

なお、被保険者となった場合の標準報酬月額につい

ては、従来どおり、時間外手当、精皆勤手当、通勤

手当等も含めた金額となります。 

 

４. 学生ではない 

生徒または学生は適用対象外となります（雇用保険

の取り扱いと同じです）。ただし、以下の場合は学

生であっても被保険者となります。  

� 卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所

に勤務する予定の人 

� 休学中の人 

� 大学の夜間学部および夜間の定時制高校に通っ

ている人 

 

５. 従業員が５０１人以上の企業（特定適用事業

所）で雇用されている 

同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者

の合計が、１年で６ヵ月以上、５００人を超えるこ

とが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時

間労働者の適用拡大の対象となります。 

 

同一事業主の適用事業所とは、厚生年金の法人番号

が同じ適用事業所を指します。 

 

なお、平成２８年１０月１日時点で特定適用事業所

に該当する適用事業所には８月下旬に「特定適用事

業所該当事前のお知らせ」が送られています。 

 

社会保険加入による負担と給付への影響 

社会保険適用拡大の対象となるということは、厚生

年金保険・健康保険に新たに加入するということに

なり、当然、保険料の負担が発生します。 

 

どれぐらいの負担になるのでしょうか。加入した場

合の給付の面も含めて考えてみましょう。 
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●月収８.８万円（年収約１０６万円）の場合 

今回の社会保険適用拡大において、適用対象となる

月収８８,０００円（年収約１０６万円）の短時間労

働者の場合を考えてみます。 

 

厚生年金保険料は、月額８,０００円、健康保険は協

会けんぽの平均である１０.０％＋介護保険料で月

額５,０９５円、両方合わせて月１３,０９５円、年

間１５７,１４０円の負担となります。 

 

年金保険料を比べてみると、国民年金第１号被保険

者である短時間労働者の場合は、国民年金保険料月

額１６,２６０円から厚生年金保険料８,０００円と

約半分の負担となります。 

 

国民年金第３号被保険者である短時間労働者の場合

は、単純に８,０００円の負担増となります。 

 

将来に受給できる年金額の目安は、１年加入で年額

５,８００円、２０年加入で年額１１５,８００円、

４０年加入で年２３１,５００円となっています。 

 

第３号被保険者の負担増 

① 年金保険料：月額 8,000 円 

② 健康保険料：月額 5,095 円 

③ 支出増合計：月額 13,095 円 

 

受給できる老齢厚生年金の目安 

1 年加入：年額 5,800 円 

20 年加入：年額 115,800 円 

40 年加入：年額 231,500 円 

 

また、保険料負担は増えますが、厚生年金保険・健

康保険に加入することによって、以下のようなメリ

ットがあります。 

� 基礎年金に加えて、報酬比例の年金（厚生年金）

が終身で受給できる。 

� 障害がある状態になった場合に、障害厚生年金

が支給され、また、亡くなった場合に、家族に

遺族厚生年金が支給される。 

� 健康保険に加入すると、ケガや出産によって仕

事を休まなければならない場合に、賃金の３分

の２程度の傷病手当金や出産手当金を受け取る

ことができる。 

 

厚生年金に関しては、国民年金第１号被保険者であ

る短時間労働者にとっては、厚生年金の被保険者に

なることで保険料負担が労使折半によって減少し、

給付が増加することとなります。 

 

また、国民年金第３号被保険者である短時間労働者

にとっては、保険料の負担が発生しますが、将来の

年金額が増加することになります。 

 

健康保険に関しては、国民健康保険の被保険者が健

康保険に加入する場合は、居住する市町村や世帯形

態等によって異なるものの、単身世帯の場合はおお

むね負担減となります。 

 

しかし、健康保険の被扶養者は保険料の自己負担が

ないため、健康保険に加入すると保険料が負担増と

なります。 

 

給付に関しては、いずれも窓口負担は３割と変わり

ありません。 

 

●月収１０万円（年収１２０万円）の場合 

今回の適用拡大で最も影響を受けると思われるのは、

国民年金第３号被保険者および健康保険の被扶養者

となっている短時間労働者、つまり１３０万円の壁

を意識して働いている短時間労働者ということにな

るでしょう。 

 

表は、年収１２０万円（月収１０万円、標準報酬月

額９８,０００円）を想定して、社会保険適用前後の

手取り額を比較してみたものです。 

 

 
社会保険適用前 社会保険適用後 

収入 １,２００,０００ １,２００,０００

所得税 ８,３００ ０

住民税 ２６,５００ ８,８００

厚生年金保険料 ０ １０７,６０４
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健康・介護保険料 ０ ６８,０８８

雇用保険料 ４,８００ ４,８００

手取り額 
１,１６０,４００ １,０１０,７０８

（▲１４９,６９２）

(注 1) 被保険者負担分の社会保険料率は、厚生年金保険 9.15％、健

康保険 5.0％、介護保険 0.79％、雇用保険 0.4％として試算 

(注 2)所得税には復興税住民税には次年度の均等割含 

 

年収１２０万円の場合、社会保険適用後は適用前に

比べて、社会保険料の負担が増えますが、社会保険

料を支払うことで所得税・住民税が少なくなります。

差し引きすると、手取り額が約１５万円減少する試

算となります。 

 

仮に、年収１２０万円で、４０歳から６０歳まで２

０年間働いたとすると、２０年間の厚生年金保険料

の合計は、約２１５万円（１０７,６０４円×２０年）

となります。 

 

２０年間厚生年金保険料を支払った場合の厚生年金

額は、年額約１３万円と試算できます。 

 

６５歳から９０歳まで２５年間受給すると総額約３

２５万円になります。 

 

２０年分の厚生年金保険料約２１５万円と比較する

と、支払った保険料より受給額の方が１１０万円ほ

ど多くなります。 

 

健康・介護保険料まで含めても、２０年間の手取額

減少分約３００万円（１５万円×２０年）と年金受

給総額約３２５万円と比較すれば、まだプラスの状

態です。 

 

将来の給付も見据えて働き方を考える 

会社員や公務員の配偶者で国民年金第３号被保険者

や健康保険の被扶養配偶者として働いてきたパート

タイマーやアルバイトなどの短時間労働者にとって

は、これまでは１３０万円を超えると社会保険に加

入しなければならず、社会保険の壁といわれてきま

した。 

 

今回の適用拡大での対象者について、この壁が１０

６万円に下がることになります。 

 

年収が１０６万円を超えると必ず社会保険の適用を

受けるわけではなく、これまで同様１３０万円の壁

は存在します。 

 

社会保険の適用拡大の対象となるのかどうかは勤め

先にきちんと確認することが必要です。 

 

仮に社会保険の適用拡大の対象となるとしても、確

かに保険料の負担が発生して手取り収入が減少する

かもしれませんが、社会保険加入による給付面のメ

リットも存在することを忘れてはいけません。 

 

目先の収入減だけを捉えて働き方を考えるのではな

く、将来の給付も見据えたうえで、これからの働き

方やライフスタイルを考える必要があるでしょう。  

 

 

岩本の独り言 

長男が 9 歳の誕生日を迎えました。 

 

おもちゃの取り合いのとき、我慢して弟に譲っ

てあげたり、 

 

妹をお風呂に入れてあげたり、 

 

家でお留守番をしたりと、 

 

最近は急にお兄ちゃんになってきました。 

 

とても頼もしいです。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

電話：052（565）6510 

ＦＡＸ：052（565）6520 

Ｅメール：t-iwamoto@hoken24.com 

有限会社東海ＦＰセンター（担当：岩本貴久） 

名古屋市中村区名駅南 1-17-10 ｽｽﾞﾜﾝ 05 ビル 2Ｆ 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 


